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大幸薬品株式会社 

和泉薬品工業株式会社に対する 

不正競争行為差止等請求控訴事件の大阪高裁判決について 
       
 大幸薬品株式会社（控訴人）が、平成18年８月７日大阪高等裁判所に和泉薬品工業株式会社（被控訴人）を

相手取り控訴しました「不正競争行為差止等請求控訴事件（H18(ﾈ)第2387号）」につき、本日判決が言い渡さ

れました。それに対する当社の見解について下記のとおりお知らせ致します。 

記 

① 当社の見解 

   今回の判決も地裁の判決同様、消費者のことを考えた判決とは思われません。薬局・薬店の店頭で実際

に当社製品(控訴人製品)と間違って買われる形で販売されている状況は、医薬品メーカーとして見過ごす

ことはできません。 

 

② 当社製品(控訴人製品)と和泉薬品工業製品(被控訴人製品)との成分・分量の違いについて 

当社製品(控訴人製品)には、緑内障の方、排尿困難な方、また心臓病と診断された方に副作用の可能性

がある「ロートエキス」が含有されておりません。これに対して、和泉薬品工業製品(被控訴人製品)には

「ロートエキス」が含まれています。また、主成分である日本薬局方クレオソートの含有量も大きく異な

ります(９粒<大人の１日服用量>中、当社製品は 400mg、和泉薬品工業製品は 275mg)。 
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③ 今後の対応について 

   判決は、到底承服しがたいものであり、判決文を検討した上で上告する予定です。 

 

④ ご愛用頂いているお客様へ 

   長年当社「正露丸」をご愛用頂いているお客様へ改めて厚く御礼申し上げます。今後も引き続き司法の

判断を仰いで参りますので、これまで同様のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

⑤ お問合せ先 
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【 間違って購入されたお客様のお問い合わせ先 】 
社製品と間違って、和泉薬品工業製品を購入された 

客様は、当社お客様相談係へお知らせ下さい。 

大幸薬品株式会社 お客様相談係 

電話：06-6382-1095 

付時間 午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
【 本件に関するお問い合わせ先 】 
-0032 大阪府吹田市内本町３丁目34番14号 

大幸薬品株式会社 総務部 

電話：06-6382-1026  

URL:http://www.seirogan.co.jp 

 午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
販売名称 ： 「正露丸®」 

幸薬品株式会社の製品(控訴人製品)＞

販売名称 ： 「イヅミ正露丸」 

泉薬品工業株式会社の製品(被控訴人製品)＞
 以上


